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令和７年４月１８日

つがる市

つがる市公用車のカーナビ等に係る NHK受信料金未契約について

全国の自治体において公用車に搭載しているテレビ放送を受信できるカーナビ及び

携帯電話の NHK放送受信料金未払いが報じられていることを受け、つがる市が保有す

る公用車等において行った調査の結果が判明しましたので公表いたします。

１. 受信できる公用車台数、未契約台数、及び所有公用車等の内訳

①公用車総台数 ２３５台

②受信できる公用車数 ３５台

③未契約台数 ３５台

２. 調査時期

令和７年３月上旬から令和７年４月１５日まで

３. 未契約となった原因

自家用のカーナビに係る契約は不要とされる一方で、地方自治体や企業の所有す

る事業用の車両のカーナビについては、車両１台ごとに契約が必要となることの認

識が不足していたことによる。

４. 今後について

契約の方法並びに未払いになっているNHK放送受信料に関してはNHK側と協

議を進めるとともに、今後の車両を購入する場合は、災害対応などの業務で必要な

場合を除き、原則としてテレビ放送受信機能が付いていないカーナビにする。
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